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ﾁｪｯｸ

申請者及び土地所有者の違反について（全共通）
許可申請時に許可等の申請に関して、申請者及び土地所有者は、申請時に申請地及び所有者に関して都市
計画法の違反がないこと。

【確認書類等】

　□固定資産税課税台帳（名寄帳）　□現地確認　□

敷地の筆界特定（全共通）
許可等の申請に関しては、申請区域が筆界により明示されること。ただし基準において分筆を不要としている
ものは申請地の区域を明示すること。

【確認書類等】

　□公図写し　□計画配置図　□

許可宅地について（建築許可および許可不要共通）
分家、線引き前所有地の自己専用住宅、大規模、農家住宅等の許可は１回限りとする。

【確認書類等】

　□申請者ヒアリング　□

排水における許可不適地について（全共通）
雑排水のインフラが未整備の申請区域は原則、許可不適地として扱う

【確認書類等】

　□計画配置図　□

「持ち家」の判断について（全共通）
固定資産税課税証明書において住宅用途（居宅・併用住宅・共同住宅・長屋住宅等）の建物を所有している
者は、その建物の利用形態にかかわらず「持ち家あり」と判断する。

【確認書類等】

　□固定資産税課税台帳（名寄帳）　□

連名要件（建築許可および許可不要共通）
住宅建築における許可申請の申請者との連名は、運用基準に記載する基準とする。

【確認書類等】

　□運用基準　□

出入り、給排水設備（上水・汚水・雨水）については原則敷地内で利用できること。（建築許可および開発許可
共通）

【確認書類等】

　□計画配置図　□

雨水は周辺に影響を及ぼさないようにすること。（建築許可および開発許可共通）

【確認書類等】

　□計画配置図　□

境界を明確にすること（敷地の境に区域ピンを設置すること）（建築許可および開発許可共通）

【確認書類等】

　□計画配置図　□

農地境には見切り等の構造物を設置すること。（建築許可および開発許可共通）
※見切り･･･高さ10cm以上のコンクリートブロック、フェンス基礎等

【確認書類等】

　□計画配置図　□

運用基準チェックシート

線引き前宅地の利用（第2種低層住居専用地域用途の新築、用途変更）

共通事項

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

※基準への適合を確認した場合はチェック欄にレ点を記入、該当がない場合はチェック欄に斜線を記入。
※適合の根拠となる確認書類等にレ点を記入
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敷地が複数の道路に接する場合、自動車の出入り口は各基準の「②立地の基準」に応じた道路に設けるこ
と。（「②立地の基準」を満たさない道路と接している場合、境界に見切りを設置すること。ただし、開発許可の
取扱いについては開発許可指導基準による。）（建築許可および開発許可共通）

【確認書類等】

　□計画配置図　□

駐車場の出入り口を限定しているものは、道路側に見切りを設置すること。（建築許可および開発許可共通）
※見切り･･･高さ10cm以上のコンクリートブロック、フェンス基礎等

【確認書類等】

　□計画配置図　□

ﾁｪｯｸ

申請者は不問

【確認書類等】

　□住民票謄本又は法人謄本　□

開発不適区域を含まないこと。

【確認書類等】

　□浜松市防災マップ　□静岡県地理情報システム　□

申請地に災害イエローゾーンを含む場合は、下記の扱いとする。
・土砂災害警戒区域を含む場合、緊急避難場所までの安全な避難経路等を確認できる土地であること。
・浸水想定区域を含む場合、最大規模の降雨による想定浸水深が３ｍ未満であり、緊急避難場所までの安全
な避難経路等を確認できる土地であること。（造成等により現況地盤面の高さを変更し、造成後の地盤面での
想定浸水深が３ｍ未満となる場合を含む。）

【確認書類等】

　□浜松市防災マップ　□重ねるハザードマップ　□計画断面図　□

線引き前宅地であること。
・線引き前宅地の判断基準
　□線引きの日より前に土地登記簿謄本の地目が既に宅地となっているもの。（判断は謄本中の登記日付に
よる。）
　□既存宅地の確認がされているもの。（改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの確認）
　□宅地目的で線引きの日より前に農地転用許可がされているもの。
　□線引き時点の航空写真において宅地的利用されていることが認められるもの。（協議№　　　　　　）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【確認書類等】

　□線引き前から宅地利用していた判定資料　□土地登記事項証明書　□

地目が「宅地」であること。
但し、既存宅地確認済地で地目が「宅地」以外の土地（田、畑、雑種地、山林等）も「宅地」とみなす。

【確認書類等】

　□土地登記事項証明書　　（□既存宅地確認通知書写し）　□

前面道路幅員　建築基準法第42条第2項道路以上

【確認書類等】

　□建築行政課指定道路図　□

敷地面積　有効200㎡以上（土地を分割し建築する場合は分筆し、残地も有効200㎡以上とすること。）
ただし、平成18年5月17日（三ヶ日・天竜は平成19年4月1日）より前に形成された200㎡未満の敷地、または土
地収用法対象事業の施行に伴う買収の残地が有効200㎡未満の場合については、その面積を下限とする。

【確認書類等】

　□土地求積図　□土地登記事項証明書　□

③敷地の基準

②土地の基準

□

□

□

□

□

①申請者の基準

□

□

□

□
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共同住宅等を建築する場合は、戸数分の駐車場を敷地内に設けること。隣接して複数の棟を建築する場合で
あっても、駐車場等を共用する計画は不可。（駐車場の出入り口は限定すること。いわゆるハーモニカ式の駐
車場計画は不可）
建築と同時期に、隣接地に駐車場を拡大することは不可

【確認書類等】

　□計画配置図　□

第2種低層住居専用地域用途

【確認書類等】

　□建築基準法準拠　□

高さ10m以下

【確認書類等】

　□計画立面図　　□

地目が「宅地」となっていない敷地については「宅地」に地目変更登記後、許可申請すること。ただし、既存宅
地の確認がされていて更地のものはこの限りではない。

【確認書類等】

　□土地登記事項証明書　　（□既存宅地確認通知書写し）　□

社会福祉施設等は市担当課からの施設証明が得られること。

【確認書類等】

　□社会福祉施設等の施設証明　□

⑤その他

□

□

□

□

□

④建築物の基準
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